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県
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第
四
百
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四
号
　
　
令
和
五
年
十
一
月
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
七
一

山
梨
県
公
報

第
四
百
二
十
四
号

令
和
五
年十

一
月
六
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更	

六
七
一

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定	

六
七
一

公

告

○
山
梨
東
部
地
域
森
林
計
画
の
案
の
縦
覧	

六
七
一

○
富
士
川
上
流
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧	

六
七
一

○
富
士
川
中
流
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧	

六
七
二

企

業

局

○
山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程	

六
七
二

○
山
梨
県
営
電
気
事
業
に
附
帯
す
る
小
規
模
水
力
発
電
事
業
の
規
模
を
定
め
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

六
七
四

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
十
一
月
二
十
七
日
ま

で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路
線
名　

大
幡
初
狩
線

三　

道
路
の
区
域

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

指
定
の
年
月
日　

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

二　

指
定
道
路
の
位
置　

富
士
吉
田
市
小
明
見
一
丁
目
二
千
百
五
十
五
番
十
、
道

三　

指
定
道
路
の
幅
員　

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四　

指
定
道
路
の
延
長　

八
十
二
・
九
四
メ
ー
ト
ル

公　
　
　

告

◉　

山
梨
東
部
地
域
森
林
計
画
の
案
の
縦
覧

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
東
部
地
域

森
林
計
画
を
定
め
る
の
で
、
当
該
計
画
の
案
を
山
梨
県
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所
に
お
い
て
、
令

和
五
年
十
一
月
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
当
該
計
画
の
案
に
意
見
の

あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
、
山
梨
県
知
事
に
対
し
、
理
由
を
記
載
し
た
文
書
を
提

出
し
て
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
十
一
月
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

◉　

富
士
川
上
流
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
富
士
川
上
流
地

域
森
林
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
当
該
計
画
の
変
更
案
を
山
梨
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所
及
び
山
梨
県

峡
東
林
務
環
境
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
五
年
十
一
月
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す

る
。
な
お
、
当
該
計
画
の
変
更
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
、
山
梨
県

知
事
に
対
し
、
理
由
を
記
載
し
た
文
書
を
提
出
し
て
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

都
留
市
大
幡
字
舟
井
官
有
無
番
地
先
か
ら

都
留
市
大
幡
字
舟
井
三
〇
二
一
番
一
地
先
ま
で

旧

八
・
三
～

　
　
　

一
四
・
三

六
八
・
九

新

八
・
三
～

　
　
　

一
九
・
三

六
八
・
九

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

都
留
市
大
幡
字
舟
井
官
有
無
番
地
先
か
ら

都
留
市
大
幡
字
舟
井
三
〇
二
一
番
一
地
先
ま
で

旧

八
・
三
～

　
　
　

一
四
・
三

六
八
・
九

新

八
・
三
～

　
　
　

一
九
・
三

六
八
・
九



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
二
十
四
号
　
　
令
和
五
年
十
一
月
六
日

六
七
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
五
年
十
一
月
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

◉　

富
士
川
中
流
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
富
士
川
中
流
地

域
森
林
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
当
該
計
画
の
変
更
案
を
山
梨
県
峡
南
林
務
環
境
事
務
所
に
お
い
て
、

令
和
五
年
十
一
月
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
当
該
計
画
の
変
更
案
に

意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
、
山
梨
県
知
事
に
対
し
、
理
由
を
記
載
し
た
文

書
を
提
出
し
て
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
十
一
月
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

企　

業　

局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号

山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
一
月
六
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

村　
　

松　
　
　
　
　

稔

山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
の
表
電
気
主
任
技
術
者
の
部
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
ダ
ム
水
路
主
任
技
術
者
の
部
中

保
川
発
電
所
電
気
工
作
物

「

「

保
川
発
電
所
電
気
工
作
物

深
城
第
二
発
電
所
電
気
工
作
物

「

「

保
川
発
電
所
電
気
工
作
物

深
城
第
二
発
電
所
電
気
工
作
物

「

「

保
川
発
電
所
ダ
ム
水
路
工
作
物

「

「

保
川
発
電
所
ダ
ム
水
路
工
作
物

「
「

保
川
発
電
所
ダ
ム
水
路
工
作
物

深
城
第
二
発
電
所
ダ
ム
水
路
工
作
物

「

「



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
二
十
四
号
　
　
令
和
五
年
十
一
月
六
日

六
七
三

 

- 3 - 

 

保
　

　
安

　
　

に
　

　
関

　
　

す
　

　
る

　
　

組
　

　
織

　
　

機
　

　
構

（
監

視
・

制
御

）

（
ダ

ム
水

路
主

任
技

術
者

）
（

保
守

・
管

理
)

（
ダ

ム
水

路
主

任
技

術
者

）
（

保
守

・
管

理
)

（
ダ

ム
水

路
主

任
技

術
者

）
（

保
守

・
管

理
)

（
電

気
主

任
技

術
者

）
　

　
（

建
設

）
（

ダ
ム

水
路

主
任

技
術

者
）

塩
川

発
電

所

別
表

第
一

（
第

四
条

関
係

）

塩
川

第
二

発
電

所

管
理

課
若

彦
ト

ン
ネ

ル
湧

水
発

電
所

　
印

は
、

保
安

管
理

業
務

機
関

を
示

す
深

城
発

電
所

　
印

は
、

保
安

関
連

業
務

機
関

を
示

す
発

電
総

合
制

御
所

朝
穂

堰
浅

尾
発

電
所

　
印

は
、

随
時

巡
回

方
式

を
示

す
重

川
発

電
所

総
務

課
早

川
水

系
発

電
管

理
事

務
所

奈
良

田
第

三
発

電
所

野
呂

川
発

電
所

大
城

川
発

電
所

制
御

課
峡

東
水

道
第

一
発

電
所

峡
東

水
道

第
二

発
電

所

丘
の

公
園

太
陽

電
池

発
電

所

ふ
じ

の
し

ず
く

発
電

所

管
理

課
奈

良
田

第
一

発
電

所

奈
良

田
第

二
発

電
所

深
城

第
二

発
電

所

（
電

気
主

任
技

術
者

）

公
営

企
業

管
理

者
企

業
局

電
気

課
天

科
発

電
所

管
理

課
下

釜
口

発
電

所

広
瀬

発
電

所

小
屋

敷
第

二
発

電
所

琴
川

第
一

発
電

所
施

設
課

琴
川

第
二

発
電

所

琴
川

第
三

発
電

所

新
エ

ネ
ル

ギ
ー
シ

ス
テ

ム
推

進
室

（
保

守
・

管
理

・
監

視
）

米
倉

山
電

力
貯

蔵
技

術
研

究
サ

イ
ト

米
倉

山
次

世
代

エ
ネ

ル
ギ

ー
シ

ス
テ

ム
研

究
開

発
ビ

レ
ッ

ジ

西
山

発
電

所

施
設

課
湯

島
発

電
所

西
山

ダ
ム

発
電

所

保
川

発
電

所

米
倉

山
実

証
試

験
用

太
陽

光
発

電
所

柚
ノ

木
発

電
所

鼓
川

発
電

所

笛
吹
川

水
系
発

電
管

理
事

務
所

藤
木

発
電

所

小
屋

敷
第

一
発

電
所

別
表
第
一

（
第

四
条

関
係

）



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
二
十
四
号
　
　
令
和
五
年
十
一
月
六
日

六
七
四

別
表
第
二
本
庁
の
部
電
気
課
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

9　

深
城
第
二
発
電
所
の
建
設
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
事
業
所
の
部
発
電
総
合
制
御
所
の
款
管
理
課
の
項
第
二
号
及
び
同
款
制
御
課
の
項
第
四
号

中
「
及
び
」
を
「
、
ふ
じ
の
し
ず
く
発
電
所
及
び
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号

山
梨
県
営
電
気
事
業
に
附
帯
す
る
小
規
模
水
力
発
電
事
業
の
規
模
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
一
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

村　
　

松　
　
　
　
　

稔

山
梨
県
営
電
気
事
業
に
附
帯
す
る
小
規
模
水
力
発
電
事
業
の
規
模
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

山
梨
県
営
電
気
事
業
に
附
帯
す
る
小
規
模
水
力
発
電
事
業
の
規
模
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
六
年

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ふ
じ
の
し
ず
く
発
電
所

一
三

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


